
  R6.4 

令和６年度 軽自動車税（種別割） 年税額について 

車両種別及び年税額 

 車両種別  区  分 年税額 

原 

動 

機 

付 

自 

転 

車 

・第一種 

・特定小型(電気) 

排気量：50cc 以下 

定格出力：0.6kW 以下 
２，０００円 

・第二種 

排気量：50cc 超え 90cc 以下 

定格出力：0.6kW 超 0.8kW 以下 
２，０００円 

排気量：90cc 超え 125cc 以下 

定格出力：0.8kW 超え 1kW 以下 
２，４００円 

三輪以上のもの（ミニカー） 

※特定小型を除く 

排気量：20 ㏄超え 50 ㏄以下 

定格出力：0.25 kW 超え 0.6kW 以下 
３，７００円 

小型特殊自動車 
農耕作業用自動車 ２，４００円 

その他のもの ５，９００円 

軽自動車 軽二輪車 

（側車付を含む） 
排気量：125cc 超え 250cc 以下 ３，６００円 

二輪の小型自動車 排気量：250cc 超えるもの ６，０００円 

 

車
両
種
別 

区 分 

初  度 検 査 年 月 

～H23.3 
H23.4～ 

  H27.3  
H27.4～ R5.4～R6.3（軽課） ※裏面参照 

（重課） 

※裏面参照 

（旧税） （通常） 
25％軽減 50％軽減 75％軽減 

軽 

自 

動 

車 

軽三輪車 4,600 円 3,100 円 3,900 円 
3,000 円 

(乗用・営業用に限る) 

2,000 円 

(乗用・営業用に限る) 
1,000 円 

乗用  営業用 8,200 円 5,500 円 6,900 円 5,200 円 3,500 円 1,800 円 

乗用  自家用 12,900 円 7,200 円 10,800 円   2,700 円 

貨物用 営業用 4,500 円 3,000 円 3,800 円   1,000 円 

貨物用 自家用 6,000 円 4,000 円 5,000 円   1,300 円 

※軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日に所有されている車両に対して課税されます。 

※初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。 

※初度検査年月が R5.4～R6.3 の車両で、軽課の対象とならない車両は、H27.4～（通常）の税率が適用されます。 

※初度検査年月がＨ23.3 以前の車両が重課の対象となります。重課の対象とならない車両は、H23.4～H27.3（旧

税）の税率が適用されます。 

  ※グリーン化特例（軽課、重課）については裏面をご確認ください。 



  R6.4 

グリーン化特例について 

 

≪ 重  課 ≫ 
グリーン化を進める観点から、初度検査年月から１３年を経過した三輪以上の軽自動車について「重課」の税率

が適用されます。本年度は初度検査年月が平成２３年３月までに登録された車両が重課の対象となります。ただ

し、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソ

リン電力併用軽自動車（ハイブリッド車）及び被けん引車は重課の対象外となります。 

 

≪ 軽  課 ≫ 
初度検査年月を令和５年４月から令和６年３月までに受けた軽自動車（三輪以上のもの）で、下記の基準を満た

す車両について、令和６年度軽自動車税（種別割）が軽減されます。 

〇対象及び軽課割合 

対象車両種別： 軽自動車（三輪以上のもの） 
軽減内容 区  分 対象車 基準 

概ね 75％ 

軽減 

乗用 
自家用 

電気軽自動車 

燃料電池軽自動車 

天然ガス軽自動車※１ 

 
営業用 

貨物 
自家用 

営業用 

概ね 50％ 

軽減 
乗用 営業用 

ガソリン車 

ハイブリッド車※２ 

令和１２年度燃費基準９０％達成 

かつ令和２年度燃費基準達成車 

概ね 25％ 

軽減 
乗用 営業用 

ガソリン車 

ハイブリッド車※２ 

令和１２年度燃費基準７０％達成 

かつ令和２年度燃費基準達成車 

※１．天然ガス軽自動車は、平成２１年排出ガス規制 NOｘ１０％低減又は 

  平成３０年排出ガス規制  に適合する車両に限ります。 

※２．ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成１７年排出ガス 

  規制７５％低減（★★★★）、または平成３０年排出ガス規 

  制５０％低減（★★★★）に適合する車両に限ります。 

 

基準を満たしていない車両は、軽課の対象外となり 

通常の税率が適用されます。   

     

 

問い合わせ先（申告場所） 電話番号 

・原付(125cc 以下)、小型特殊自動車 

・軽自動車税（種別割）の賦課に関すること 
橿原市役所  市民税課 ０７４４-４７-２６３４ 

・軽自動車（軽三輪・軽四輪）に関すること 
軽自動車検査協会 

奈良事務所 
０５０-３８１６-１８４５ 

・軽二輪車（126ｃｃ以上 250ｃｃ以下） 

・小型二輪車(251cc 以上)に関すること 

近畿運輸局 

奈良運輸支局登録部門 
０５０-５５４０-２０６３ 

・納税証明書(継続検査用) 

・税金の納付（方法・場所）等に関すること 
橿原市役所  収税課 ０７４４-４７-２６３６ 

 

※初度検査年月は、自動車

検査証で確認できます 


